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第 2751号 

平成 27年(2015年) 

11月 24日 

火曜日 

目 次 

条例のあらまし 
○ 埼玉県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例のあらまし（保安課） 

条例 
○ 埼玉県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例（保安課） 

告示 
○ 災害救助用備蓄食料に関する落札者等の公示（入札課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく要措置区域の指定（水環境課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく形質変更時要届出区域の指定（水環境課） 

○ 農用地利用配分計画の縦覧（農業ビジネス支援課） 

○ 雨水流出抑制施設の告示（河川砂防課） 

○ 埼玉県教育委員会定例会の招集（教委・総務課） 

 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
（
保
安

課
） 

一 

趣
旨 

 
 

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平 

 

成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
五
号
）
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
規
定
の
整
備 

二 

内
容 

 
 

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
公 

 

布
に
よ
り
、
条
例
に
規
定
さ
れ
る
風
俗
営
業
の
種
別
に
係
る
引
用
条
項
の
整
備
を
行
う
も
の
で 

 

あ
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施 

 

行
日 



条

例 

埼
玉
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
中
「
第
二
条
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
一
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



１ 購入等件名及び数量 

災害救助用備蓄食料（農産物安全課） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県農林部農産物安全課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 15 番１号 

３ 落札者を決定した日 

平成 27 年９月 25 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

星野総合商事株式会社 埼玉県川口市本連一丁目１番９号 

５ 落札金額 

45,020,880 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

平成 27 年７月 24 日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
二
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る

た
め
当
該
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
（
以
下
「
要
措
置
区
域
」
と
い

う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

要
措
置
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
福
岡
二
丁
目
千
五
百
番
七
十
五
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

講
ず
べ
き
指
示
措
置 

 
 

地
下
水
の
水
質
の
測
定 



 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
三
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
福
岡
二
丁
目
千
五
百
番
七
十
五
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 



 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
四
号 

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

な
お
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日

ま
で
に
埼
玉
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要 

         

齋
藤 

勝
己 

網
野 

龍
雄 

吉
田 

隆 

藤
間 

光
治 

小
林 

秀
康 

株
式
会
社
あ
ら
い

農
産 

伊
東 

英
臣 

氏
名
又
は
名
称 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者 

埼
玉
県
加
須
市
道
地

千
三
百
八
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
道
地

千
五
百
七
十
一
番
地 

埼
玉
県
行
田
市
大
字

北
河
原
二
百
十
二
番

地 埼
玉
県
行
田
市
大
字

真
名
板
千
百
六
十
七

番
地 

埼
玉
県
行
田
市
大
字

斎
条
三
百
二
番
地
一 

埼
玉
県
行
田
市
大
字

長
野
七
千
四
百
五
十

七
番
地 

埼
玉
県
行
田
市
大
字

谷
郷
二
千
五
百
七
番

地 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
加
須
市
道
地

字
上
内
出
千
五
百
三

十
七
番
一
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
道
地

字
新
田
七
百
八
十
八

番
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
行
田
市
大
字

北
河
原
字
熊
野
六
百

四
十
二
番
ほ
か
二
百

五
十
一
筆 

埼
玉
県
行
田
市
大
字

真
名
板
字
中
郷
九
百

十
四
番
一 

埼
玉
県
行
田
市
大
字

和
田
字
池
田
五
百
五

十
六
番
ほ
か
二
十
六

筆 埼
玉
県
行
田
市
大
字

下
須
戸
字
内
土
手
六

百
七
十
九
番
一
ほ
か

百
十
二
筆 

埼
玉
県
行
田
市
大
字

斉
條
字
白
幡
二
百
四

十
七
番
一
ほ
か
二
百

三
十
筆 所 

在 

地 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地 

八
、
六
九
二 

一
、
九
四
〇 

三
五
五
、
三
五
五 

一
、
二
九
九 

二
三
、
三
〇
五 

一
二
七
、
九
〇
四 

二
〇
七
、
七
六
一 

面
積
（
平
方 

メ
ー
ト
ル
） 



 

            

栗
原 

貞
夫 

鎌
田 

元
次
郎 

株
式
会
社
ア
ロ
ス 

小
澤 

ト
シ
ヱ 

岡
戸 

武
司 

岡
戸 

茂
行 

大
塚 

宏 

新
井 

勇
二 

秋
山 

七
郎 

吉
野 

豊 

松
村 
進
一 

松
村 

貴
代
一 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
二
百
二
十
三

番
地
三 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

弥
勒
九
百
五
十
一
番

地 埼
玉
県
加
須
市
不
動

岡
七
百
五
十
五
番
地

一 埼
玉
県
羽
生
市
大
字

弥
勒
千
百
七
十
七
番

地 埼
玉
県
羽
生
市
大
字

町
屋
百
七
十
九
番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

町
屋
百
五
十
九
番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

今
泉
千
二
百
二
十
七

番
地
ロ
号 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
八
百
七
十
二

番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

下
村
君
八
百
十
五
番

地 埼
玉
県
加
須
市
道
地

千
五
百
六
十
六
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
道
地

千
三
百
五
十
七
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
道
地

千
四
百
二
十
二
番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
字
沖
前
千
五

百
七
十
番
ほ
か
三
十

一
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
字
沖
前
千
三

百
六
十
三
番
ほ
か
一

筆 埼
玉
県
羽
生
市
大
字

神
戸
字
東
百
七
十
九

番
ほ
か
七
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
字
新
田
前
千

九
十
五
番 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

神
戸
字
東
百
十
番
ほ

か
十
三
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

神
戸
字
東
百
五
十
一

番
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

今
泉
字
我
孫
子
千
三

百
七
十
三
番
ほ
か
三

筆 埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
字
新
田
七
百

四
十
六
番
ほ
か
二
十

八
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
字
新
田
前
千

九
十
六
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
道
地

字
上
内
出
千
五
百
八

十
八
番
一
ほ
か
七
筆 

埼
玉
県
加
須
市
道
地

字
前
田
六
百
二
十
七

番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
道
地

字
堤
下
百
五
番
一
ほ

か
八
筆 

二
六
、
七
八
九 

一
、
九
八
二 

二
五
、
一
一
四 

九
九
一 

二
一
、
七
八
四 

六
、
二
六
三 

三
、
二
五
五 

一
八
、
八
〇
八 

一
、
九
八
二 

九
、
六
七
八 

二
、
三
九
六 

九
、
一
四
五 



 
 

            

髙
野 

一
正 

髙
澤 

憲
司 

関
根 

ゆ
り
子 

関
根 

敏
郎 

関
根 

達
夫 

須
永 

清
志 

鈴
木 

敏
雄 

渋
生
田 

博
崇 

小
林 

定
利 

小
林 

容
彰 

小
菅 
一
宜 

小
嶋 

孝 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

神
戸
千
八
十
七
番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
八
百
四
十
四

番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
六
十
八
番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
百
十
五
番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
二
百
四
番
地

一 埼
玉
県
羽
生
市
大
字

弥
勒
九
百
八
十
三
番

地 埼
玉
県
羽
生
市
大
字

南
羽
生
四
丁
目
二
十

番
地
四 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
九
十
九
番
地

一 埼
玉
県
羽
生
市
大
字

弥
勒
二
千
五
十
一
番

地
一 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

稲
子
千
二
百
二
十
八

番
地
一 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
五
十
四
番
地

一 埼
玉
県
羽
生
市
大
字

神
戸
五
十
一
番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

神
戸
字
東
百
五
十
五

番
ほ
か
八
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
字
新
田
前
千

六
十
五
番
一
ほ
か
十

九
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
字
野
合
四
百

五
十
番
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
字
野
合
三
百

九
十
四
番
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
字
野
分
三
百

三
十
七
番
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
字
新
田
前
千

九
十
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

神
戸
字
西
二
百
十
七

番
ほ
か
二
十
三
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
字
桑
木
内
千

五
十
五
番
ほ
か
十
八

筆 埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
字
新
田
前
千

七
十
三
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

稲
子
字
稲
子
前
二
百

十
五
番
ほ
か
十
三
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
字
沖
前
千
三

百
五
十
七
番
ほ
か
九

筆 埼
玉
県
羽
生
市
大
字

神
戸
字
東
二
百
八
番

ほ
か
四
筆 

一
四
、
二
二
五 

一
九
、
八
一
一 

八
、
六
〇
〇 

九
、
〇
〇
二 

四
、
一
五
〇 

一
、
九
八
二 

四
〇
、
九
〇
一 

三
八
、
〇
〇
一 

一
、
九
八
二 

一
九
、
六
八
六 

九
、
九
一
〇 

一
一
、
五
四
二 



 
 

            

有
限
会
社
神
扇
農

業
機
械
化
セ
ン
タ

ー 山
中 

武
彦 

山
田 

和
男 

増
田 

恵
三 

藤
田 

達
雄 

福
地 

良
整 

福
地 

久
一 

平
井 

茂 

濱
島 

光
義 

長
島 

勇 

富
岡 
丈
治 

竹
村 

和
彦 

埼
玉
県
幸
手
市
大
字

神
扇
千
五
百
七
十
番

地 埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
八
百
三
十
六

番
地
二 

福
島
県
双
葉
郡
双
葉

町
大
字
山
田
字
北
田

百
四
十
八
番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

町
屋
百
三
十
番
地
六 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

神
戸
百
六
十
七
番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

弥
勒
九
百
六
十
番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

弥
勒
九
百
七
十
一
番

地
ロ 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

常
木
二
百
二
番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

神
戸
百
七
十
七
番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

弥
勒
千
五
百
三
十
二

番
地
ロ 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
二
十
九
番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
百
四
十
二
番

地 

埼
玉
県
幸
手
市
大
字

神
扇
字
八
反
割
六
十

番
二
ほ
か
十
四
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
字
新
田
前
千

六
十
六
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
字
新
田
前
千

七
十
五
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

神
戸
字
西
二
百
二
十

八
番
ほ
か
八
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

神
戸
字
東
百
四
十
番 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
字
新
田
前
千

八
十
八
番
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
字
新
田
前
千

八
十
一
番
ほ
か
七
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

常
木
字
中
谷
二
百
四

十
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

神
戸
字
東
百
五
十
三

番
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
字
新
田
前
千

九
十
九
番 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
新
郷
字
中
新
田
上

三
番
一
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

上
村
君
字
沖
前
千
六

百
四
番
ほ
か
二
筆 

一
四
、
〇
八
一 

一
、
九
八
二 

一
、
九
八
二 

二
二
、
七
三
七 

二
、
四
五
〇 

二
、
六
一
六 

七
、
九
二
八 

二
、
八
八
六 

五
、
七
七
六 

九
九
一 

二
、
〇
四
四 

二
、
九
七
三 



 
 

            

栗
田 

利
司 

金
子 

正
夫 

金
子 

武
德 

大
野 

幸
男 

大
澤 

光
昭 

丸
山 

祐
市 

原
口 

和
美 

嶋
村 

裕
輝 

小
森
谷 

晃 

小
島 

秀
文 

株
式
会
社
比
企
ア

グ
リ
サ
ー
ビ
ス 

株
式
会
社
内
野
農

場 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
北
吉
見
九
百

番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
南
吉
見
千
四

百
五
十
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
北
吉
見
百
二

十
八
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
南
吉
見
三
百

四
十
一
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
北
吉
見
千
四

百
八
十
番
地
二 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
上
八
ツ
林
百

八
十
番
地
一 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
戸
守
八
百
三

十
六
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
曲
師
七
百
十

三
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
白
井
沼
二
十

番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
平
沼
九
百
九

十
九
番
地 

埼
玉
県
東
松
山
市
加

美
町
一
番
二
十
号 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
芝
沼
百
四
十

三
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
北
吉
見
字
十

三
耕
地
九
百
四
十
八

番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
西
吉
見
三
百

三
十
一
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
北
吉
見
字
壱

耕
地
四
十
五
番 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
西
吉
見
七
番 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
北
吉
見
字
弐

拾
壱
耕
地
千
三
百
五

十
九
番
ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
上
八
ツ
林
字

開
町
七
百
八
十
番
一 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
南
園
部
字
戸

守
境
七
十
二
番
一
ほ

か
五
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
出
丸
中
郷
字

相
郷
六
百
九
十
三
番

ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
平
沼
字
新
田

前
三
百
四
十
番
一
ほ

か
八
十
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
平
沼
字
中
千

十
一
番
ほ
か
十
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
南
園
部
字
内

袋
三
百
四
十
番
一
ほ

か
八
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
南
園
部
字
雲

雀
田
百
三
十
七
番
ほ

か
五
筆 

六
、
三
二
八 

七
、
一
一
六 

二
、
三
四
三 

二
、
〇
六
二 

六
、
四
四
四 

九
五
五 

五
、
七
三
〇 

五
、
三
五
三 

六
二
、
〇
二
九 

九
、
三
一
六 

五
、
二
五
一 

五
、
六
三
九 



 
 

            

長
島 

博 

長
澤 

和
枝 

戸
田 

秀
男 

関
根 

宏
次 

鈴
木 

忠
司 

鈴
木 

克
己 

杉
田 

金
三
郎 

杉
﨑 

行
央 

小
嶋 

善
博 

小
島 

太
郎 

小
池 
貴
史 

栗
田 

曻 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
七
百

三
十
二
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
二
百

六
十
四
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
南
吉
見
千
六

百
六
十
九
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
南
吉
見
三
百

二
十
一
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
和
名
九
百
八

十
四
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
和
名
九
百
二

十
番
地
一 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
南
吉
見
千
六

百
七
十
五
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
北
吉
見
五
百

二
十
七
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
米
田
四
百

八
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
米
田
六
百

九
十
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
南
吉
見
千
五

百
二
十
八
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
北
吉
見
千
五

十
四
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
西
吉
見
三
百

十
一
番
一
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
米
田
字
三

ノ
耕
地
四
百
八
十
三

番
ほ
か
十
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
西
吉
見
百
二

十
九
番
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
西
吉
見
二
十

九
番
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
米
田
字
一

ノ
耕
地
五
十
二
番
ほ

か
五
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
米
田
字
一

ノ
耕
地
五
十
六
番
ほ

か
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
西
吉
見
百
八

番
ほ
か
十
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
北
吉
見
字
壱

耕
地
四
十
三
番
ほ
か

十
五
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
米
田
字
三

ノ
耕
地
四
百
七
十
九

番
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
米
田
字
一

ノ
耕
地
六
十
七
番
一

ほ
か
一
五
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
西
吉
見
百
二

十
七
番
一
ほ
か
二
十

六
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
北
吉
見
字
八

耕
地
五
百
九
十
五
番

ほ
か
三
筆 

三
、
〇
二
三 

一
八
、
九
八
二 

八
、
三
五
九 

八
、
七
二
三 

八
、
五
四
三 

一
、
五
五
八 

二
四
、
九
九
八 

三
三
、
八
六
三 

一
〇
、
八
六
六 

三
二
、
一
六
三 

四
四
、
〇
六
〇 

三
、
一
一
七 



 

二 

申
請
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
農
林
部
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日
ま
で 

五 

意
見
書
の
提
出
先 

 
 

埼
玉
県
農
林
部
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課 

        

中
兼 

俊
徳 

飯
野 

泰
司 

山
下 

正
夫 

森
田 

克
未 

森
田 

和
昭 

森
田 

邦
生 

新
島 
武
男 

新
島 

勝
利 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
千
四
百

四
十
七
番
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
千
七
百

十
九
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
南
吉
見
二
千

百
二
十
八
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
米
田
九
百

三
十
二
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
北
吉
見
八
百

三
十
六
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
北
吉
見
九
百

三
十
五
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
南
吉
見
千
四

百
八
十
四
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
南
吉
見
千
四

百
七
十
四
番
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
字
山
王

九
百
十
三
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
字
大
町

千
三
十
二
番
一
ほ
か

一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
西
吉
見
二
百

四
十
七
番 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
米
田
字
一

ノ
耕
地
九
十
四
番
ほ

か
三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
北
吉
見
字
十

一
耕
地
八
百
二
十
六

番
ほ
か
七
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
北
吉
見
字
十

一
耕
地
八
百
二
十
五

番
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
米
田
字
一

ノ
耕
地
八
十
五
番
ほ

か
三
十
四
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
西
吉
見
百
五

十
九
番
ほ
か
六
筆 

二
、
九
八
八 

一
、
一
〇
四 

二
、
七
八
一 

六
、
七
二
九 

八
、
九
六
七 

五
、
一
五
六 

八
三
、
八
五
四 

二
一
、
〇
〇
一 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
五
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
四
―
三
五
―
〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
下
柳
字
六
畝
千
四
百 

外
八
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

九
百
九
十
八
・
九
九
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
十
一
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 
 

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 


	Kenpo2751
	t2751_20151124-001i1818comp
	t2751_20151124-002i1817comp
	t2751_20151124-003i1824comp
	t2751_20151124-004i1822comp
	t2751_20151124-005i1823comp
	t2751_20151124-006i1819comp
	t2751_20151124-007i1808comp
	t2751_20151124-008i1820comp

